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漁港・漁場工事の工期の設定に関するガイドライン（本編） 

 

第１ 総論 

１ 本ガイドラインの背景 

平成26年（2014年）６月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年（2005

年)法律第18号）（以下「品確法」という。）が、公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（平成12年（2000年）法律第127号）（以下「入契法」という。）及び建設

業法（昭和 24 年（1949 年）法律第 100 号）と一体的に改正され（いわゆる「担い手３

法」）、発注者責務の明確化が図られた中で、「適正な工期の設定に努めること」が規定さ

れた。 

令和元年（2019年）６月には、新たな課題に対応し、前回改正から５年間の成果をさら

に充実するため、「新・担い手３法」として、再び品確法、入契法及び建設業法が改正さ

れた。その中で、品確法では休日、準備期間、天候等を考慮した工期の設定等について規

定され、建設業法では著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されるとともに、中央

建設業審議会が工期に関する基準を作成・勧告できることが規定される等、適正な工期の

設定についての拡充が図られた。 

これを受け、令和２年（2020年）７月20日に開催された中央建設業審議会において「工

期に関する基準」に関する審議が行われ、同年７月31日にその実施が勧告されたところ

である。また、令和６年４月から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用され

ることも踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、工期に関する基準の見直しについて、令

和６年３月27日に開催された中央建設業審議会で審議され、同日その実施が勧告された。 

さらに、建設業の担い手確保・生産性向上・地域における対応力強化を目的に、令和６

年に「担い手３法」が改正された。 

長時間労働の是正や休日確保等の建設業における働き方改革は必須の状況であると言

える。建設業が魅力ある産業となり、将来にわたる担い手を確保するとともに、発注者と

して建設業の持続的な発展により質の高い建設サービスを中長期的に安定して享受する

ために、建設業における働き方改革の推進は受発注者相互にとって極めて重要な課題で

ある。 

 

２ 本ガイドラインの趣旨 

漁港 1・漁場に係る海上土木工事（以下「漁港・漁場工事」という。）については、後述

する「第３漁港・漁場工事の特徴」（８頁）のとおり、道路や堤防等の一般的な陸上工事

とは異なる特殊な条件下にあることから、これらの特徴を踏まえ、中央建設業審議会が勧

告した「工期に関する基準」に加え、さらに考慮すべき事項を「漁港・漁場工事の工期の

設定に関するガイドライン」（工程・工種別編及び資料編を含む。以下「本ガイドライン」

という。）としてとりまとめることとしたものである。 

本ガイドラインは、漁港・漁場工事の適正な工期 2の設定にあたって、発注者及び受注

者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体として定めるものであり、発注計画策定

時から当初契約時及び工事期間中適用されるものである。また、変更契約に際しては、本

ガイドラインの趣旨を踏まえて各主体間で公平公正に適正な工期を設定する必要がある。 

 

 



 

2 

 

                  

1 漁港に係る海岸を含む。 

2 本ガイドラインにおける「適正な工期」とは、設計図書に規定する品質の工事目的物を、建設工事従事者の休日

（４週８休）を確保しつつ標準的な施工方法及び所要費用により施工する際に必要となる期間のことを指す。 

 

 

３ 適用範囲 

本ガイドラインは、国が発注する漁港・漁場工事を主な対象としているが、建設業法第

19 条の５に基づき著しく短い期間を工期とする請負契約が禁止されていることや、令和

６年（2024 年）４月より、改正労働基準法の時間外労働の罰則付き上限規制が建設業に

も適用されたこと等に鑑み、地方公共団体及び民間事業者の発注する工事においても、円

滑な工事の実施及び品質の確保を図る観点から、本ガイドラインを準用することが望ま

しい。 

 

４ 工期の基本構成 

（１）工期 

 

  
（２）準備期間 

・施工に必要な期間 

（３）施工に必要な実日数 

（４）不稼働日数 

・休日 

・土日、祝日 

・年末年始休暇（６日間） 

・夏期休暇（３日間） 

・気象・海象条件による作業不能日 

・現場固有の不稼働期間 

・地域の実情による工事不能期間（漁期や地元の催事等） 

・工事の性格による工事不能期間（作業ヤードに関する制限 

（５）後片付け期間 や工事作業時間等の制約） 
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５ 用語の定義 

（１）工 期： 契約日から工事の完成までの期間で、準備期間、施工に必要

な実日数、不稼働日数、後片付け期間の合計をいう。 

 

（２）準 備 期 間： 施工に先立って行う資機材調達、起工測量等の現地調査、設

計図書の照査、現場事務所の設置、人材確保等に要する期間

をいう。（詳細は工程・工種別編「第１ 工程別に考慮すべき

事項」の「１ 準備」参照） 

 

（３）施工に必要な実日数： 工事の種別・細別毎の日当たり施工量と積算数量、施工の諸

条件（施工パーティ数、施工時間等）により算出される実働

日数のことをいう。なお、施工に必要な期間は、施工に必要

な実日数に供用係数を乗じて算定することを基本とする。 

 

（４）不 稼 働 日 数： 休日（土日、祝日、年末年始休暇（６日）及び夏期休暇（３

日））、気象・海象条件、及び現場状況（地元関係者や関係機

関との協議状況、関連工事等の進捗状況等）を考慮した作業

不能日数をいう。 

 

（５）後 片 付 け 期 間： 施工終了後の自主検査や清掃、原形復旧に必要な期間をい

う。（詳細は工程・工種別編「第１ 工程別に考慮すべき事項」

の「５ 後片付け」参照） 

 

（６）供 用 係 数： 荒天日、年間の休日及び安全教育等による不稼働日（猛暑日

を除く）を算出して設定した海上工事特有の係数で、工事期

間中の船舶・機械損料と労務費の算定に使用される係数をい

う。なお、海上工事と連携した陸上作業についても、供用係

数を用いて実働日数を算定する。 

また、供用係数を用いる場合は、猛暑日日数として、年毎の

平日のWBGT 値 31 以上の時間数を日数換算し（※）、平均した

値（対象：５か年）を工期に加えるものとする。なお、過去

５か年でWBGT 値が31 以上になる時間が生じない月だけで

工期を設定する場合は、猛暑日日数は加えない。 

(※) WBGT 値 31 以上の時間は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている最寄りの

観測データ（平日の８～17時を対象）を活用 
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＜参考：供用係数の算定方法＞ 

供用係数 = 供用日数 ／ 運転日数 

= ( 運転日数 ＋ 休日 ＋ 安全教育等 ＋ 荒天日数 ) ／ 運転日数 

供用日数の内訳は以下の通り。 

区分 対象日数 運転日数 休日（※１） 安全教育等（※２） 荒天日 

船舶 365日 

運転日数から

右の日数を減

じた日数 

126日 12日 

各地域での観測

記録に基づき設

定 

 

※１： 休日は日曜日52日、土曜日52日、祝日14日（土日重複２日補正）、年末年始及

び夏期休暇８日（土日重複１日補正）を計上。 

※２： 安全教育等は、安全教育６日、現場整備６日を計上。 

 

①  供用係数の具体的な算出例（供用係数１．６５の場合） 

 

     供用係数＝３６５＝／２２１．４≒１.６５ 

 

 

 

 

 

②  供用係数の具体的な算出例（供用係数５．２５の場合） 

 

供用係数＝３６５／６９．６≒５．２５ 

 

 

 

 

 

 

（７）発 注 者： 工事（他の者から請け負ったものを除く）の注文者をいう。 

 

（８）受 注 者： 発注者から直接工事を請け負った請負人をいう。 

 

（９）元 請 負 人： 下請契約における注文者で、建設業者であるものをいう。 

 

（10）下 請 負 人： 下請契約における請負人をいう。 

 

（11）下 請 契 約： 工事を発注者から請け負った建設業を営む者と他の建設業

を営む者との間で当該工事の全部又は一部について締結さ

れる請負契約をいう。 

実働日数 

221.4 日（＝365 日-126 日-12 日-5.6 日） 

休日合計 

（126 日） 
  

365 日 

安全教育等 

（12 日） 

荒天（平日分）（5.6 日）

実働日数 
休日合計 

（126 日） 
 

荒天（平日分） 

（157.4 日） 

安全教育等 

（12 日） 

69.6 日（＝365 日-126 日-12 日-157.4 日） 

365 日 
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６ ガイドラインの見直し 

水産庁においては、国が発注する漁港・漁場について、各工事の終了後に受発注者間で

建設工事従事者の休日確保状況、気象・海象条件、及び現場状況等の観点から、工期の設

定が適正であったかを確認し、年度ごとにその結果を取りまとめ、受注者の責に帰すべき

事由によるもの以外の事由により休日が確保できない等、工期の設定が適正ではないと

判断された工事については、その理由を整理・分析するとともに、施工条件の明示その他

適正な工期の設定に資する取組に関する知見の蓄積に努める。 

さらに、今後の長時間労働の是正に向けた取組や、ICT 等の生産性向上に向けた取組等

の状況の把握に努め、適時適切に本ガイドラインの見直しを行うものとする。 

 

第２ 漁港・漁場工事に係る工期の設定において受発注者が留意すべき事項 

１ 工期の設定において発注者が留意すべき事項 

ア 漁港・漁場工事は、基本的には発注者において設定した工期により入札に付されるも

のである。このため、発注者は、工期の設定に際して、長時間労働の是正や建設業の担

い手一人ひとりの週休２日の確保等建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた

環境整備に配慮する必要があることから、品確法第７条等や入契法第１７条に基づく

発注者の責務等を遵守するほか、必要に応じて、技術検討や施工検討を行った上で、実

施可能な工程を念頭に置いた適正な工期を設定する。 

イ 発注者は、休日（土日祝日及び年末年始等休暇）や荒天日等の不稼働日の他、関係機関

との調整、関連工事や住民合意等の進捗状況や完了見込時期等の施工条件を踏まえて、

施工に必要な期間を設定しており、受注者は、特記仕様書で示された条件や見積参考

資料に基づいて施工に必要な期間や、資機材の調達時期等の工事計画を検討している。 

 この際、前提とする施工条件について受発注者間で不整合がある場合、受注者（下請

負人を含む）における人材・資機材の効率的な活用の妨げとなるおそれがあるほか、受

注者として想定していた施工に必要な期間が確保できなくなり、その結果、工期及び

休日を圧迫する等の適正な工期による施工の妨げになるおそれがあることから、発注

者による条件明示は極めて重要である。 

 このため、工事ごとの多様な施工条件の調査、把握を十分に行い、特記仕様書におい

て当該条件（工事の着手時期、施工時間帯及び施工方法の制限、当該工事の実施に係る

関係者等との調整状況、作業ヤード等の用地関係の状況等、その他明示すべき具体的

な内容については資料編第２「１  特記仕様書において明示すべき施工条件の項目及

び事項について」参照）を的確に明示する。 

 また、受注者における当初の工事計画の立案や、工事の進捗により発生する設計変

更の円滑化等に資するため、特記仕様書の参考資料として、工程に関する施工条件や

関係機関との調整等懸案事項となる案件に関する対応状況等を一覧できる資料（チェ

ックリスト等）を提供する。（チェックリストの作成例は、資料編第２「１ 特記仕様書

において明示すべき施工条件の項目及び事項について」参照） 

 なお、施工条件については、必ずしも工事の実施期間中に起こる可能性がある全て

の事象  を明示できる訳ではなく、不確定な条件を排除できないため、具体的な工事

の工程については、請負契約後に改めて受発注者間で協議する必要がある。 

ウ 円滑な工事の実施及び品質の確保を図るため、受発注者で構成する協議の場を設置 3し、

工事着手前及び設計変更事象発生時において、受発注者が現場条件、施工計画、工事工
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程等について総合的な確認・調整等の協議及び情報共有を行う。 

エ 施工条件等が不明瞭という通知を受注者から受けた場合は、施工条件等を明らかにす

る。 

オ 各工種の工程の遅れが全体の工期の遅れにつながらないよう、受発注者が常に工程管

理のクリティカルパスを認識して適切に進捗状況を把握し、必要に応じて適切に情報

を共有する。 

                  

3 資料編第２ ２(１)施工条件等確認調整会議参照。国が発注する漁港・漁場工事においては、当該協議の場とし

て、当該協議の場として「施工条件等確認調整会議」を設置している。 

カ  設計変更や自然災害や事故等の事象により各工程に遅れが生じ、想定していた工期が

確保できない場合、受発注者間でその理由や原因を明らかにした上で協議を行い、受

注者の責に帰すべき事由によるものでない場合は、受発注者双方の合意により、必要

に応じて、工期の延長等適切に契約内容を変更する。 

キ 生産性向上による工期の短縮や省人化等のメリットが受発注者双方にあることを踏ま

え、建設工事における生産性向上に向けた取組が進められるよう、受注者から施工方

法の変更による工期短縮を図るため、NETIS登録技術の採用等、施工方法変更による生

産性向上等の提案があった場合においては、当該方法の妥当性等を確認、調整の上、契

約変更の対象とする等の措置を講じる。 

ク 受注者の人材・資機材の円滑な確保、調達に資するため、工事の発注見通しについて可

能な範囲での公表や、工事時期の集中期間の回避による施工時期の平準化を推進する。 

 

２ 工期の設定において受注者が留意すべき事項 

ア 漁港・漁場工事は、工事規模や内容によってそれぞれの工程・技術に特化した専門工事

業者等の様々な業者が関与している。受発注者間の契約上の工期 4（以下「契約上の工

期」という。）、元下間（元請負人と一次下請負人間、一次下請負人と二次下請負人間

等）で合意された下請契約上の工期等、１件の漁港・漁場工事の中においても複数の工

期があり、「契約上の工期」は、専門工事ごとに締結される下請契約上の工期で構成さ

れている（図１参照）。このため、「契約上の工期」が下請契約上の工期の前提となるこ

とを十分に認識し、下請契約に係る工期の適正化、特に前工程の遅れによる後工程へ

のしわ寄せの防止に努める。 

 また、「契約上の工期」が変更される場合においても、変更後の工期 5を踏まえた下

請契約の工期の適正化に努める。 
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＜図１ 受発注者間の契約上の工期と元下間の下請契約上の工期の関係＞ 

 

 

 

                  

4 契約締結後、工事着手前に、発注者が想定する工期設定の条件等及び受注者が作成する施工工程について、受発

注者が相互に確認及び調整した工期をいう。 

5 受発注者が変更協議等において相互に確認及び調整し、公共工事標準請負契約約款第 22 条から 24条に基づ

いて変更した工期をいう。 

 

 

イ 施工条件等が不明瞭な場合は、発注者にその旨を通知し、施工条件等を明らかにする

よう求める。 

ウ 各工種の工程の遅れが全体の工期の遅れにつながらないよう、常に工程管理のクリテ

ィカルパスを認識して適切に進捗管理を行う。 

エ 自然災害や事故等の発生、その他施工条件の変化等により各工程に遅れが生じた場合、

速やかに発注者に報告する。 

オ 元下間において、前工程で遅延が発生し、適正な工期を確保できなくなった場合は、元

請負人の責に帰すべきもの、下請負人の責に帰すべきもの、不可抗力のように元請負

人及び下請負人の責に帰すことができないものがあるが、双方対等な立場で遅延の理

由を明らかにしつつ、元下間で協議・合意の上、必要に応じて工期を延長するほか、必

要となる請負代金の額（リース料の延長費用、前工程の遅延によって後工程が短期間

施工となる場合に必要となる人件費や作業船および建設機械の規格アップに伴う損料

等の掛かり増し経費等）の変更等を行う。 

カ 適正な品質や工程を確保するために、必要に応じて合理的な技術提案を積極的に行い、

より一層の生産性向上に向けた取組 6を推進する。 

 

 

                  

6 生産性向上のための施策例としては以下の通り。 

・ 各種ＩＣＴの活用（情報伝達、図面閲覧、遠隔臨場 等） 

・ ハード技術の活用（場所打ち時間省略に資するプレキャスト部材の活用 等） 

・ 設計、施工プロセスの最適マネジメント（工事の特性等に合わせたフロントローディングの実施等） 

・ 技能者の技能向上 
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第３ 漁港・漁場工事の特徴 

１ 漁港・漁場工事 

（１） 気象・海象等条件 

漁港・漁場工事の主たる工事区域は海上や海中である。海上工事は、作業船を使用し

て工事を行うことが通常であるため、陸上工事と異なり、気象、海象や潮位等の自然の

影響を大きく受ける。特に、秋口から冬場にかけての日本海側では季節風等による風浪

の影響等により作業船を使用する工事は困難であり、夏から秋にかけての太平洋側の外

洋に面した漁港・漁場では、天気が良くても「うねり」（低気圧に伴い発生する周期の長

い波）があると作業船の稼働が困難になることに留意する必要がある。さらに、一旦荒

天となれば、周辺海域の波浪が静穏にな るまで１週間以上要する場合もあり、一般的な

陸上工事とは大きく事情が異なる。また、工事に伴い発生する濁り等の影響が周辺海域

に伝搬しないよう、工程、安全管理・環境管理に特段の配慮が必要である。さらに、ケ

ーソンの進水据付工におけるケーソン浮上、据付、中詰材投入までの一連の作業や、沖

合にある漁場整備などにおけるブロック積込み、運搬、据え付等、施工箇所が複数で、

数日程度の一定期間において連続した作業が伴う工事は、施工に必要な実日数の算定に

あたって、工事実施場所における気象・海象条件に特に留意する必要がある。 

 

（２） 漁港・漁場施設の建設・改良に用いる機材の特徴 

漁港・漁場工事は、作業船を用いて行うことが特徴であり、工事実施場所での作業船

の調達状況の把握が重要である。特に、ケーソンや鋼製魚礁等の大型部材の据え付けや

海底の軟弱地盤の改良を実施する際に使用する大型起重機船、地盤改良船等の大型で特

殊な作業船は、全国的にも調達可能な隻数が限られている。このため、発注者は、稼働

状況（予定を含む）や、作業船等の機材の調達に要する期間を適切に把握する必要があ

る。 

また、漁港・漁場の現場やブロック製作ヤード等に隣接して空港がある場合、建設機

材等の高さの制限が課せられる工事箇所がある。そのために高さ制限に抵触し使用でき

ない作業船や低くするための改造が必要な作業船があることにも留意が必要である。 

 

（３） 多様な関係者 

漁港・漁場工事の目的は、水産物の安定的な提供や水産資源の更なる増大と合わせて、

地震、津波、高潮等の自然災害から守るための施設の建設・改良等を行うことである。

このため、計画、工事発注の段階においては、発注者が自ら、工事施工中の段階では、

必要に応じ受注者に指示して、漁港管理者や港湾管理者、海上保安部との法定手続きや

海上交通の安全確保、地域住民や漁港施設利用者等との施工時期、施工方法等の調整を

行う必要がある。さらに工事施工箇所が海上、海中である場合等は当該工事箇所の近傍

にて水域占用の許可を受けた者、漁業関係者・船舶代理店等との調整も必要となる。な

お、発注者は、受注者が行うべき関係機関、漁港施設利用者、漁業関係者等との施工上

の調整に時間を要すると想定される場合は、十分な事前調整が必要であることに留意し、

その実施に努めるとともに、工事実施に支障を来さないようにする必要がある。 
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第４ 工期全般にわたって考慮すべき事項 

漁港・漁場工事は、工期の厳守を求められる一方で、気象・海象条件のほか、工事に従事

する者の休日の確保、現場の状況、関係者との調整等、工期に影響を与える様々な要素があ

るため、発注者は以下の事項を考慮して適正な工期を設定する必要がある。なお、工程・工

種別に考慮すべき具体的な事項は工程・工種別編を参照のこと。 

 

１ 自然要因 

工期の設定にあたっては、以下の事項を考慮する。 

ア 波浪、海霧、海上風等の海象条件、降雪等による作業不能又は制限がある日数

や期間 

イ 河川の出水期等、あらかじめ具体的な想定が可能な不稼働日や作業制限 

ウ 風浪、寒冷・多雪地域における冬期休止期間や作業制限（冬期における施工の

困難性、及びそれに伴う夏期への工事の集中・輻輳） 

エ 気象・海象条件や潮位が良好な時期や期間の活用（ケーソンの据え付け工事等） 

オ 猛暑日（夏期におけるＷＢＧＴ値が31以上の場合における不稼働等を考慮） 

 

２ 休日・法定労働時間 

令和６年(2024 年)４月より、改正労働基準法の時間外労働の罰則付き上限規制が建設

業にも適用された（図２参照）ことを踏まえ、建設業をより魅力的な産業とするためにも、

働き方改革を推進する必要がある。 

 

（１） 法定労働時間 

ア 発注者及び受注者（下請負人を含む）は、労働基準法における法定労働時間は、

原則１日８時間、週40時間で法定休日は毎週少なくとも１回とすること、また

令和６年４月から建設業にも適用された図２．に示す時間外労働規制は、労働

基準法上の上限であって、労使の合意があってもこれを超えて働かせることの

できない上限であることを十分理解し、その遵守を徹底する。 

イ 時間外労働規制の対象となる労働時間の把握に関しては、工事現場における直

接作業や現場監督に要する時間のみならず、書類の作成に係る時間、使用者の

指揮命令下において技能労働者や建設機械のオペレーター等が営業所等と建設

現場との間を移動するのに要する時間等も含まれるほか、厚生労働省が策定し

た「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライ

ン」を踏まえた対応が求められることにも留意しなければならない。 
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＜ 図２．時間外労働規制の概要＞ 
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【参考：規制違反となるケース】 

 

出展： 時間外労働の上限規制わかりやすい解説（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署） 
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（２） 週休２日の確保 

国全体として週休２日が推進される中、建設業では主に日曜日のみを現場閉所とす

る週休１日の状態が長らく続いていたが、令和６年（2024年）４月から建設業にも適

用された改正労働基準法に基づく時間外労働規制を遵守するとともに、担い手確保の

観点からも土曜日、日曜日を現場閉所とする週休２日を確保できるようにしていくこ

とが必要であり、受注者においては、多くの工事において土曜日と日曜日を閉所する

週休２日の取組が行われている。 

しかし、作業船や潜水士による作業を伴うため、曜日を問わず気象・海象条件が良

好なときにしか安全に作業を行うことができない海上工事や、一定の期間において連

続して作業する必要がある工事（ケーソンの進水据付工におけるケーソン浮上、据付、

中詰材投入までの一連の作業や、コンクリート舗装工における養生期間等）、他の利

用者との調整を伴う供用中の岸壁の改良工事（物揚岸壁の耐震化等）等、土曜日、日

曜日を閉所する週休２日の確保や、一斉に閉所すること自体が困難な工事も存在する。 

このため、受注者においては、土曜日、日曜日を現場閉所とする週休２日が困難で

ある場合、工事の特性や状況に合わせて週休日に相当する日数を当月内に振り替えて

閉所する「４週８閉所」や、漁港利用者等から供用開始時期の要望がある施設整備、

後続工事があるため工期の延長ができない工事、漁期等施工時期に制約がある工事等、

様々な事情により工期延長が不可能又は困難な工事 7においては、交代勤務制等の実

施を通じて建設工事従事者一人ひとりの週休２日（４週８休）を確保する等の取組が

実施されており、今後もその確実な実施を図る。 

発注者においては、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇を休日とす

る工期の設定を行うことを原則としているが、荒天日が例年に比べて多い等、受注者

の責に帰すことのできない事由により、当初の工期内に所要の休日が確保出来ないこ

ともある。このような実態を踏まえ、漁港・漁場工事における働き方改革の実現と、

令和６年４月から建設業にも適用された改正労働基準法に基づく時間外労働規制に

対応するため、施工条件等確認調整会議において受発注者間で協議を行った上で、必

要があると認められる場合は工期の延長及び請負代金の変更を行う等、所要の休日が

確保できるよう配慮する。 

なお、水産庁直轄工事については、休日確保を実施することを前提として受注者に

対しては、当分の間、以下のような措置を講じる。8 

 

ア ４週８休を実施することを前提に、共通仮設費率や現場管理費率を増加し、実

施出来なかった場合は成績評定での減点等の措置を講じる。 

イ 荒天により当初想定していた施工に必要な期間が確保できなくなった場合でも、

休日が確保できるよう休止に伴って生じる経費を精算する等の措置を講じる。 

 

                  

7 工期延長が不可能又は困難な工事については、受発注者間で協議の上、受注者提案による生産性向上に資する

技術の採用や、施工方法変更により工期の短縮を図る等の措置が講じられる場合もある。 

8 国が発注する漁港・漁場工事においては、アは「休日確保型試行工事」、イは「荒天リスク精算型試行工事」と

して実施している。詳細は資料編第２の「３ 漁港・漁場工事における試行工事の積極的な活用」参照 
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なお、これらの取組にあたっては、発注者、元請負人、下請負人それぞれの立場に

おいて日給月給制の技能労働者等の処遇水準の確保に十分留意し、十分な工期の確保

や交代勤務制の実施等に必要となる経費を請負代金の額に適正に反映した上で、労務

費その他の必要経費に係る見直し等の効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準の

確保等を図ることが必要である。 

 

（３） 作業船特有の事情を踏まえた対応 

漁港・漁場工事に従事する作業船の乗組員（以下「乗組員」という。）には、労働基

準法が適用される者（非船員）の他、船員法が適用される船員が含まれるが、船員の

労働時間は、船員法においては、１日あたりの所定労働時間８時間、労働時間の上限

が１日あたり14時間、１週あたり72時間とされており、職住一体という特殊な環境

下にある作業船内においては、陸上と異なり、労働時間とそれ以外の時間の線引きが

難しい場合がある。 

船員に関する働き方改革の実現に向けた取組みについては、国土交通省交通政策審

議会海事分科会船員部会でその方向性の検討が行われており、同部会における議論を

経て令和２年９月 24 日付けで公表された「船員の働き方改革の実現に向けて」にお

いて、「今後、より適正な労務管理を推進していくために、陸上における労働時間の

考え方を参考としつつ、ガイドラインの作成等を通じ、船員の「労働時間」の範囲の

明確化を図っていくべきである。」と記載される等、船員の労働時間については今後

も引き続き議論が進められることとなっている。 

これらの議論を踏まえつつ、水産庁では、乗組員の休日や適正な労働時間が確保で

きる環境を整備するため、乗組員が陸上の宿泊施設で宿泊することが可能となるよう、

工事現場近傍における係留施設の確保に向けた検討や、作業船内で宿泊せざるを得な

い場合も想定されることを踏まえ、船内の居住設備に係る基準等について、関係省庁

と連携して検討する。 

 

３ イベント 

発注者は、工期設定にあたって、以下の事項（ア～カ）等のように通常に比して長い工

期を設定する必要が生じる場合があることを考慮するとともに、当初から想定される不

稼働日については、特記仕様書等において明示する。 

 

ア 年末年始、夏期休暇、祝日等の休日が連続する期間（ゴールデンウィーク等）、地

元の催事等に合わせた特別休暇・不稼働日 

イ 海、河川魚類等の産卵、及び真珠筏や海苔養殖等に係る時期・期間 

ウ 駅伝やお祭り等、交通規制が行われる時期 

エ 猛禽類や絶滅危惧種等生息動植物への配慮 

オ 干潟や藻場の保全等自然環境への配慮 

カ 夜間作業を伴う工事における騒音規制等への対応と労務確保 

 

４ 制約条件 

発注者は、工期設定にあたって、以下（ア～シ）等の施工箇所、施工箇所周辺の条件に

伴う制約等が生じることを考慮した工期を設定する。 
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特に、供用中の漁港施設や、供用中の漁港施設と隣接した箇所における工事、の実施に

あたっては、安全対策の準備や実施、利用者調整等に多くの時間を要し、工期設定に影響

を及ぼすことが多いことに留意する必要がある。なお、これらの工事の実施にあたり、安

全対策や調整に通常より多額の費用を要している場合が見受けられるため、供用中の施

設等を改良する際の安全対策等にかかる費用の実態を調査し、共通仮設費率、現場管理費

率の見直しの必要性を国土交通省と連携し進める。 

 

ア 係留施設等漁港施設の利用に係る制限 

イ 漁業関係者等との調整に基づく制限 

ウ 船舶の往来による退避や航跡波の影響による作業に係る制限 

エ 工事に使用する資材や作業船等の機材の手配に係る制限 

オ 他の工事の開始及び終了時期に応じて生じる当該工事の施工時期や全体工期の制

限 

カ 近接する他工区の制約に係る制限 

キ 作業船の回航・えい航・艤装等に要する期間 

ク 製作工事、現場加工がある工事に係る作業ヤードに関する制限（面積、搬入経路、

使用期間、施工箇所からの距離等） 

ケ 土砂処分場の確保に係る制限 

コ 空港の制限表面、鉄道近接等の立地に係る制約条件 

サ 道路の荷重制限等による搬入のルートや時間の制限、及びそれによる工程・工期の

見直しが必要となる場合に要する時間 

シ 周辺への振動、騒音、粉塵、工事車両の通行量等に配慮した作業内容や時間の制限

ス 不発弾等の危険物の存在による規制 

 

５ 関係者との調整 

（１） 漁港・漁場工事について 

発注者は、海上保安部、漁港管理者、漁業関係者、漁港利用者等の関係者との調整

は、工事着手前に完了させることが望ましいが、やむを得ず着工と同時並行的に進め

る場合には、以下（ア～エ）等の事項を考慮した工期を設定するとともに、関係者と

の調整が未完了の場合、協議内容や完了予定時期等について特記仕様書等にその旨を

記載する等して調整状況等について情報提供を行う。 

 

ア 施工前に必要な計画の地元説明会のほか、工事中における地元住民や地元団体

（漁業組合等）からの理解を得るために要する期間 

イ 工事海域における一般航行船舶の安全を確保するための海上保安部との協議期

間 

ウ 供用中の岸壁で実施する改良工事に係る当該施設利用者等との工事実施にあた

っての制約条件（作業可能な日や時間帯、作業ヤードとして使用可能な面積等）

の調整に要する期間 

エ 電力・ガス事業者等の占用企業者等との協議調整に要する時間 
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６ 工期変更 

追加工事、設計変更、想定を上回る気象・海象条件の悪化、外的要因による資材調達の

停滞、関連工事の遅延等の不測の事態による工程遅延等が発生し、当初契約時の工期では

施工できなくなった場合には、「施工条件等確認調整会議」を開催する等して、工期の延

長等を含め、適切に契約条件の変更等を受発注者間で協議・合意した上で、施工を進める

必要がある。これらの調整を円滑に実施するためには、契約締結後速やかに受発注者間で

工事の初期条件や制約条件を詳細に認識することが重要であり、各工程に遅延等が生じ

ないよう、適時適切かつ柔軟に対応策を検討する必要がある。その際、クリティカルパス

等を考慮し、追加工事や設計変更等による工事内容の変更等を申し出ることができる期

限をあらかじめ受発注者間で設定し、工事工程表に明記することも作業の効率化に資す

ると考えられる。 

設計図書と実際の現場の状態が一致しない場合や、発注者が行うべき関係者との調整

等により着手時期に影響を受けた場合、自然災害等の不可抗力の影響を受けた場合、資

材・労務の需給環境の変化その他の事由により作業不能日数が想定外に増加した場合等、

予定された工期で工事を完了することが困難と認められるときには、受発注者双方の協

議の上で、必要に応じて、適切に工期延長を含めた変更契約を締結する。なお、工期変更

の理由としては、発注者の責に帰すべきもの、受注者の責に帰すべきもの、不可抗力のよ

うに受発注者の責に帰すことができないものがあり、双方対等な立場で変更理由を明ら

かにしつつ受発注者で協議する必要がある。 

受注者の責に帰すべき事由によるもの以外の事由により工期が延長となる場合や、工

程遅延等が生じたにもかかわらず工期延長ができず、後工程の作業が短期間での実施を

余儀なくされる等、適正な休日の確保が困難となる場合には、受発注者間で協議を行った

上で、必要に応じて、必要となる請負代金の額（リース料の延長費用、短期間施工に伴う

人件費や作業船および建設機械の規格アップに伴う損料等の掛かり増し経費等）の変更

等、変更契約を適切に締結しなければならない。また、受発注者間で契約条件の変更等を

した場合には、その結果を適切に元下間の契約に反映させなければならない。 

 

７ 工期とコストの関係 

漁港・漁場工事を含む建設工事（以下単に「建設工事」という。）において、品質・工

期・コストの３つの要素はそれぞれ密接に関係しており、ある要素を決定するにあたって

は、他の要素との関係性を考慮しなければならない。品質は、仕様書により定められてお

り、その確保は当然であるが、工期とコストはトレードオフの関係となる可能性があるこ

とに留意する必要がある。また、施工にあたっては、安全確保と環境保全も重要な要素で

あり、その徹底が求められる。 

建設工事では、設計図書に規定する品質の工事目的物を施工するために必要な工期・コ

スト（請負代金の額）について受発注者間及び元下間でそれぞれ必要に応じて協議し、合

意の上で請負契約が締結される。受発注者間及び元下間の協議においては、天候、地盤等

の諸条件や施工上の制約をはじめ、本ガイドラインを踏まえて検討された適正な工期の

設定を行うとともに、双方において生産性向上に努めることが重要である。また、正確な

条件設定や制約条件等を踏まえた適正な工期、コストにより請負契約を締結し、生産性向

上に努めてもなお、受注者の責に帰することのできない事由により必要な工期が確保で

きなくなる場合があることも想定される。このような場合は、工期とコストはトレードオ
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フの関係にあることを踏まえ、「施工条件等確認調整会議」等の仕組みを活用して、受発

注者間で適時適切に協議する必要がある。 

なお、災害復旧工事等社会的必要性等に鑑み、早期に工事を完了させなくてはならない

場合には、それに伴い必要となる資材・労務費等を適切に請負代金の額に反映しなくては

ならない。 

 

８ その他 

過去の同種類似工事において当初の見込みよりも長い工期を要した実績が多いと認め

られる場合には、当該類似工事の工期の実績を考慮する。 
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漁港・漁場工事の工期の設定に関する 

ガイドライン（工程・工種別編） 
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漁港・漁場工事の工期の設定に関するガイドライン（工程・工種別編） 

 

漁港・漁場工事の工期の設定に関するガイドライン（工程・工種別編）は、漁港・漁場工事

における「準備・施工・後片付け」の各局面において考慮すべき具体的な事項を整理したもの

である。また、施工にあたって考慮すべき事項ついては可能な限り幅広く取り上げたが、工事

によって内容やその工種は多様であり、以下に列挙する事項が必ずしも全ての工事に該当する

とは限らないため、本ガイドラインの趣旨を踏まえて個々の工事の工種や性質に応じて適切に

考慮することが望ましい。 

 

 

第１ 工程別に考慮すべき事項 

１ 準備 

準備期間は、以下に記載する作業が生じることを考慮して設定する。なお、国が発注す

る漁港・漁場工事にあっては、下表に示す期間を最低限必要な日数とし、工事の実情に合

わせて設定する。 

 

工 事 区 分 工  種 期 間 備     考 

漁港・漁場工事 
陸上工事 30日間  

海上工事 45日間  

 

（１） 人材の確保 

地震や豪雨災害等の被災地で交通誘導員の確保が困難となる場合や大規模プロジェ

クトで集中して労務が必要となる場合、また、専門業者の減少等、地域・職種によって

は特定の人材が不足する場合があることを考慮し、人材の確保に要する期間を考慮する

必要がある。 

 

（２） 資機材の手配 

ア 材料調達（石材、生コンクリート、２次製品（鋼管杭、プレキャストコンクリート

部材等）） 

(ｱ) 石材等の調達については調達計画作成時に供給元、供給可能量を確認し、海上

運搬時の時期的な海象条件を踏まえた上で工程への影響を検討しておくことが

必要である。 

(ｲ) コンクリートの調達については調達計画作成時に供給元、供給可能量を確認し、

地域のコンクリートを多く使用する他工事の動向を把握し、工程への影響を把

握しておく必要がある。 

(ｳ) 鋼管杭の製造（ロール）やプレキャストコンクリートの工場は限られる上、納

期は数ヶ月必要であり、さらに高規格製品や工場が繁忙期の場合はさらに製作

期間が延びる。このため、製作に要する期間を確認し、工程に反映する必要が

ある。また、海上運搬及び保管場所等の制約があり、工程に影響を及ぼす場合

はその期間についても工程に反映する必要がある。 

(ｴ) 発注者は、関係者へのヒアリングを行うこと等により可能な範囲で材料調達の
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状況を把握し、供給能力の低下等により入手が困難となる可能性がある旨を把

握したときは、必要に応じて他の発注者にその旨を情報提供する。 

 

＜建設資材の調達に時間を要する例＞ 

○ 石材の調達について 

他事業において、石材を大量に使用するプロジェクトが動きつつある中で、全国

的に石材の需要が過多な状態となり、相対的に供給能力が低下した事例があった。 

これを踏まえ、使用見込みの石材の調達に要する時間も考慮した工期を設定する

必要がある。 

 

イ 作業船（大型起重機船、地盤改良船等）及びその他建設機材の調達 

(ｱ) 発注者は、大型起重機船、地盤改良船等の作業船について、入札公告前、又は

必要に応じて見積参考資料開示前に在港調査等により作業船の使用可能時期や

隻数等の状況を確認し、受注者の作業船調達に資する情報を当初契約条件とし

て特記仕様書に明記する。（当該情報が不確定な場合はその旨を明らかにする。）

また、遠方からの作業船を回航する場合は、  回航時期の静穏度も考慮して使

用船舶を検討しておくことが必要である。 

(ｲ) 近接工事で作業船を共用することが想定される場合は、その旨を特記仕様書等

に記載する等情報提供を行う。 

(ｳ) 作業船の使用を想定する時期について、特記仕様書等において具体的に記載す

る。 

(ｴ) 陸上工事において、工事繁忙期に建設機材の確保が厳しくなる場合があり、工

程への反映が必要な場合があることに留意する。 

 

（３） 作業ヤードと付帯設備の確保 

ケーソン、ブロック等の製作工事において、ヤード面積の確保、また資機材搬入路の

確保が必要である。また、ヤード整備が必要な場合における整備期間、ヤード返却に伴

う復旧工事期間を工程に反映する必要がある。 

 

（４） 施工計画策定 

適切な施工計画の策定に要する期間が必要である。 

 

（５） 調査・試験・設計照査 

調査・試験・設計の照査等に要する期間が必要である。 

 

（６） 法令手続き等 

工事の着手に際して、次に掲げるもの（ア～セ）等をはじめとして、行政に対する種々

の申請が必要となるため、それらの申請に要する時間を考慮する必要がある。 

ア 海上保安部への海上工事許可等の申請 

イ 漁港管理者や海岸管理者等への水域利用に関する許認可等の申請 
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ウ 交通管理者（警察）との道路工事等協議エ 道路使用許可申請 

オ 河川管理者への河川管理者以外の者の施工する工事等の申請 

カ 土地の掘削等の申請 

キ 自治体への特定建設作業実施届等 

ク 労働基準監督署への建設工事届等 

ケ 消防への危険物仮貯蔵届等 

コ 環境省への自然公園法に関する許認可等の申請 

サ 林野庁への国有林野使用許可や保安林解除等の申請 

シ 文化庁への文化財保護に関する許認可等の申請 

ス 都道府県知事への建設リサイクル法、土壌汚染対策法、赤土対策条例等の届出 

セ 一定の重量、寸法（一般的制限値）を超える車両が道路を通行する場合、運送事業

者は道路管理者に特車通行許可を受ける必要があるため、許可がおりるまでに要す

る時間 

 

２ 外的要因に係る不稼働日等 

（１） 共通 

ア 外的要因に係る不稼働期間（隣接工事、漁業、環境影響、土砂処分等、漁港施設を

利用する事業者の稼働）を考慮した工程計画を策定する。 

イ 作業船を他工区に続き採用する際、隣接工区の工程が直接影響する事となるため留

意が必要である。 

ウ 作業によって作業限界波浪（波高・周期）、必要な連続静穏日が異なる。この工種が

クリティカルとなる場合は、工程策定時にこれらの作業を考慮する。 

エ 防波堤等の外郭にあたる工事では、港外側と港内側で静穏度が大きく異なる。また、

港内側であっても作業に十分な静穏度が確保できないケースもあるため、実情に合

わせた工程計画が必要である。 

 

（２） 荒天 

ア 荒天時における作業船の避難港（避泊地）を計画時より調査し、アンカーリング等

も考慮し、想定される面積を確認するとともに、海底地質の状況等、避泊に必要と

なる情報について必要に応じて特記仕様書等に記載する等して情報提供を行う。 

イ 台風等荒天が予想される場合、作業船は安全確保のために早めの時期に避難場所に

退避し、台風通過後は波浪等が納まった時期に施工場所に戻り工事再開になるが、

この退避開始から工事再開までの期間を工程リスクとして留意する必要がある。 

ウ 台風等により被災した場合、被災状況の調査期間や被災復旧期間を工程に反映する

必要がある。 

 

（３） 潮位・潮流 

ア 潮待ち作業による工程への影響を考慮する。（作業時間の制約、夜間作業等） 

 

（４） 泊地・航路 

ア 作業区域が航路、泊地等に影響がある場合は、定期航路等の入出港予定を把握し、

一時退避等の稼働時間への影響を考慮する。 
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イ 施工パーティ数の設定については、アンカー係留長も含めた離隔距離及び入出域で

のターニングベースン等を確認しておく必要がある。 

 

（５） 環境 

ア 河川や隣接工事等の影響で生じる濁りによる潜水作業の施工能力低下を考慮する。 

イ 濁りによる養殖等への影響に伴う海上作業の施工時期制約を考慮する。 

 

（６） 他の漁港施設利用者等との調整 

供用中の漁港施設が近接している場合、その利用者等との事前協議が必要であり、協

議の結果、当該工事の作業時間に影響を受ける場合は工程計画に反映する必要がある。 

 

（７） えい航 

漁港・漁場工事は施工に使用する作業船が特殊かつ大型となるため、その停泊・係留

場所の確保を考慮した計画が必要である。現場から離れた場所での確保となる場合は、

日々往復するえい航作業が作業時間内に発生するため、作業時間が短縮することによる

作業能力低下を考慮する必要がある。 

 

３ 漁港・漁場施設の供用開始に係る要請等地域の状況 

施設の供用開始時期が決まっている等の事情により工期の延長が困難な工事では、施

工能力アップの対策（船舶機械の規格アップ、施工パーティ数の増加等）の検討が必要と

なる。 

 

４ 現場不一致等による工法等変更 

施工に伴い、想定外の危険物（不発弾等）、障害物（不明管路等）、及び地盤条件（想定

土層の違い、湧水の発生等）の現場不一致等の状況が生じた場合は、施工方法等の検討期

間や対応期間が必要である。 

 

５ 後片付け 

後片付け期間については、以下に記載する作業が生じることを考慮して設定する。なお、

国が発注する漁港・漁場工事にあっては、下表に示す期間を最低限必要な日数とし、工事

の実情に合わせて設定する。 

工 事 区 分 工 種 期 間 備     考 

漁港・漁場工事 全ての工種 20日間  

 

（１） 自主検査及び清掃等 

施工終了後、受注者自らが実施する自主検査に要する時間及び受注者の機器、余剰資

材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事に係る部分の清掃に要す

る期間を見込んでおかなければならない。 
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（２） 原形復旧条件 

特に施工ヤードに国有地、公有地や企業用地等第三者の所有する土地を借地した場合

は、埋戻し・敷均し・復旧に加え、原形復旧までの期間を要する点に考慮する。9 

また、工事施工に支障となる埋設物、架空線の切り回しを行った場合には、復旧が必

要となるので、相当期間を考慮するほか、施工に際して既設道路を仮復旧とした場合等、

竣工前に本復旧範囲を施設管理者に確認した上で、本復旧の施工を行う期間を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

9 施工と並行して実施する場合もある。 
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第２ 工種別に考慮すべき事項(漁港・漁場工事) 

１ 浚渫・土捨工 

（１） 共通事項 

ア 想定外の土質、障害物が発見された場合は、調査・工法検討・見積作成・発注者承

認・関係官庁許可申請等が必要となる場合がある。特に不発弾等が発見された場合

は所轄官庁等による処理が必要であり、工程に影響を及ぼす場合があることに留意

が必要である。 

イ 土厚が薄層で浚渫箇所が点在している場合、標準的な浚渫作業能力より低下するお

それがあるため、作業能力を踏まえて工程に反映する必要がある。 

ウ 比較的浅い場所を浚渫する場合（岸壁前面等）、浚渫土に廃棄物（ゴミ）が多く混じ

ることもあり、その処理に伴い作業能力が低下する。事前調査や処理に伴う作業能

力低下が工程に影響を及ぼす場合があるため留意が必要である。 

エ 浚渫に伴い濁りが発生する場合は、汚濁防止膜等による濁り防止対策が必要となり、

その対策作業期間を工程に反映する必要がある。 

オ 一般船舶の航行に支障を与える区域（航路、泊地等）における浚渫については、浚

渫船の退避に要する時間（浚渫船の移動、待機等）を工程に反映する必要がある。 

カ 土捨場において浚渫土砂の仮置状態（乾燥による飛散や臭気等）によって近隣対策

が必要となる場合、その対策に要する期間を工程に反映するが必要がある。 

キ 浚渫土砂の運搬先までの往復時間、運搬先での待機時間、運搬先の受入れ可能時間

等により、１日当りに搬出できる土量が限定されるため、これらの条件を工程に反

映する必要がある。 

ク 深浅測量がマルチビームによる場合、解析作業に長い期間を要するため、工程及び

当該工事で使用した浚渫船を他の工事で使用する場合は当該浚渫船の拘束への留意

が必要である。 

ケ 浚渫工事の出来高測量が水路測量を兼ねる場合は、解析作業、関係機関への調整等

に要する期間が必要であるため、当該期間を工程に反映する必要がある。 

 

（２） ポンプ浚渫工 

障害物によるカッターヘッドメンテナンス、土質や余水処理(濁り対策)による土捨場

管理の影響により、一時的に工事が中断するリスクがある。この様なリスクが多い場合、

ポンプ船浚渫作業は中断と再開が連続することになるが、再開時のメインエンジンの暖

気運転に時間を要すること、さらに航路からの退避が伴うと作業効率が低下する。その

ような状況が想定される場合は、作業低下率を考慮して工程計画を立てる必要がある。 

 

（３） グラブ浚渫工 

工程計画を立てるにあたっては、施工数量を工期内に施工できる浚渫、土運船運搬、

土捨（直投、揚土等）の施工サイクルを確立する必要がある。浚渫場所と土捨場所が離

れており、土運船運搬が港外となるような場合は、気象・海象条件が各施工地区によっ

て異なるため、それぞれの作業能力を検討し、適切な施工サイクルを決定することが必

要である。 
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（４） 土運船運搬工 

ア 土捨場、処分場等の稼働条件及び揚土船や設備の共有による待機時間、遠距離土捨

の捨場海象条件を踏まえた期間を工程に反映する必要がある。 

イ 土運船運搬時、入出港の管制許可が必要となる場合は、標準的な作業能力での施工

が困難となるため、当該条件を踏まえた期間を工程に反映する必要がある。 

 

（５） リクレーマ揚土、バージアンローダ揚土、空気圧送揚土 

浚渫土砂の揚土方法はリクレーマ揚土、バージアンローダ揚土、空気圧送揚土等があ

るが、浚渫土砂の土質に対する揚土方法の選択にミスマッチがあった場合（軟弱土（含

水比大）とリクレーマ揚土等）は、工程に影響を及ぼすことに留意が必要である。 

 

（６） バックホウ揚土 

高含水比の土砂をバックホウ揚土し土捨場まで陸上運搬（ダンプトラック）するケー

スにおいて、坂路がある場合は運搬時に土砂が路面にこぼれることがあるため、その対

策として積載量を制限することがある。この制限により運搬作業能力が低下し、工程に

影響を及ぼす場合があることに留意が必要である。 

 

２ 地盤改良工 

（１） 海上地盤改良工 

ア 共通事項 

地盤改良工事での底質試料採取と配合試験、キャリブレーションのプロセスを考慮

した期間を工程に反映する必要がある。 

イ 床掘工 

床掘断面には施工時の撹拌や法部の崩壊等によって浮泥や粘土が堆積することがあ

る、置換材の投入前に音響測深とレッド等で調査が必要であり、必要に応じて潜水士

による確認を行う。浮泥が溜まることが予測され浮泥の除去が必要な場合、これらの

調査と施工に要する期間を工程に反映する必要がある。 

ウ 置換工 

(ｱ) 底開バージ等による埋戻しでは、軟弱地盤を巻き込むリスクがあり、置換材の

品質確保が問題となる場合は、置換材を１ｍ毎に投入することがある。施工区

域の潮流が速い場合は材料ロスが生じるため、潮止まりに施工を行うことにな

るが、その場合、作業能力の低下を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 材料搬入・施工において、置換材投入時の瀬取り、二次運搬、盛砂材のストッ

クヤード（陸上）等の必要性や施工条件を踏まえて検討し、必要となる場合は

工程に反映する必要がある。 

エ 圧密・排水工 

水平ドレーン（真空圧密）の場合は軟弱地盤上での作業となるため、事前に埋立外周

への移動用仮施設（アンカー及びワイヤリング設備）の設置が必要となり、その準備期

間を工程に反映する必要がある。 

オ サンドコンパクションパイル工 

(ｱ) 地盤改良工事では材料の供給が工程に影響するため、スラグや砂等供給先の出

荷能力、また遠方から材料を供給する場合は運搬経路における稼働率を踏まえ
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て算定した期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 土質条件についてボーリングデータが少ない場合や複雑な土質地盤の場合等で

は、事前ボーリング調査が必要となる場合があるため、当該作業に要する期間

を工程に反映する必要がある。 

(ｳ) 施工前の機器キャリブレーション、施工完了後のチェックボーリングに要する

期間を工程に反映する必要がある。 

(ｴ) サンドコンパクションパイルの打設に伴って地盤の盛上がりが発生し、この盛

上がり土を撤去する場合は、撤去と処理作業に要する期間を工程に反映する必

要がある。 

(ｵ) サンドコンパクションパイルの改良長や改良率が大きくなるほど、現地盤の盛

上がりや周辺地盤の変位も大きくなるため、近くに構造物がある場合にはそれ

らの影響を受ける場合がある。変位抑制等の対策が必要な場合は、その対策期

間等を工程に反映する必要がある。 

カ 固化工 

(ｱ) セメント添加量が多く、昼夜間施工、かつ改良率が高い場合は、セメント供給

遅延による作業待ち時間が発生するリスクがあるため、当該リスクを踏まえた

期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 施工前の底質試料採取と配合試験、改良機のキャリブレーション、施工完了後

のチェックボーリング（養生含む）に要する期間を工程に反映する必要がある。 

(ｳ) 深層混合処理杭の施工に伴って地盤の盛上がりが発生し、この盛上がり土を撤

去する場合は、撤去と処理作業に要する期間を工程に反映する必要がある。 

キ サンドドレーン工 

上記 オ サンドコンパクションパイル工 (ｱ) と同様 

 

（２） 陸上地盤改良工 

ア 共通事項 

(ｱ) 施工地盤が軟弱な場合、施工機械のトラフィカビリティを確保するために必要

な鉄板敷設等の作業に要する期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 施工箇所までの資機材搬入経路、機械組立解体ヤード・資材ヤードの確保・整

備、養生、復旧等に要する期間を工程に反映する必要がある。 

(ｳ) 周辺環境を考慮し事前に防音・振動対策を施す場合は、その対策期間を工程に

反映する必要がある。 

(ｴ) 予測不能な地中障害物や岩盤線等に相違があった場合は、対策工を検討する必

要があり、 その検討及び対策工に要する作業期間を工程に反映する必要がある。 

(ｵ) 地盤改良工事での底質試料採取と配合試験、キャリブレーションのプロセスを

考慮した期間を工程に反映する必要がある。 

イ 圧密・排水工 

プラスチックボードドレーンの施工で中間層に硬質土層がある場合は、先行削孔等

を施工してから打設することとなるが、先行削孔に係わる作業期間を工程に反映する

必要がある。 

ウ 陸上深層混合処理杭 

改良対象土の試料採取と配合試験、施工機械等のキャリブレーションの期間を工程
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に反映する必要がある。 

 

３ 基礎工 

（１） 基礎工及び被覆・根固工 

ア 基礎盛砂工 

(ｱ) 材料搬入・施工において、盛砂材投入時の瀬取り、二次運搬、盛砂材のストッ

クヤード（陸上）等の必要性について、施工条件を踏まえて検討し、必要とな

る場合は当該事項を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 巻き出し厚が薄い場合、出来形確認を行いながらの作業となり、特に軟弱地盤

上では軟弱土に砂が巻き込まれることがあるため厚さ管理に手間待ちが発生す

る。また、潜水士によるシリンダー採取（直接確認法）では濁りの影響を避け

るため、作業の中断が発生することを工程に反映する必要がある。 

イ 基礎捨石工及び被覆石工 

(ｱ) 濁りの拡散による漁業への影響を考慮し、石材投入作業が制約される場合は、

漁業関係者との協議結果を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 濁りにより潜水作業の作業能力は低下する。例えば隣接工事で床掘等の濁りを

発生させる工種がある場合は、潜水作業と床掘作業の並行作業工程を避けた工

程を検討する必要がある。 

(ｳ) 石材等供給元の供給能力（ストック量）に関する事前調整（協議）期間、及び積

出場の条件、海上運搬ルートの海象条件等を検討し工程に反映する必要がある。 

ウ 基礎ブロック工及び被覆・根固ブロック工 

(ｱ) 大型ブロックは岸壁から直接作業船に積込むケースが多い。一方、小型ブロッ

クの場合は一般道路を使用した陸上運搬を伴う場合があり、その場合、ブロッ

クを陸上クレーンでトレーラ等に積み込むサイクルと作業船に積み込むサイク

ルにずれが生じ作業能力が低下することがあるため、工程計画に留意する必要

がある。 

(ｲ) ブロック製作と据付が同じ工事の場合、製作ヤードの広さ、調達可能な型枠の

セット数、コンクリート等の供給等が据付工程に影響するため、製作条件に応

じた期間を工程に反映する必要がある。 

(ｳ) ブロック等支給品の場合、据付までにストックが確保されているか（製作が間

に合うか）、及び積み出しに関する転置等が必要ないか事前に検討し、その影響

を工程に反映する必要がある。 

(ｴ) 想定外の時化により被覆石、被覆ブロックの据付前に捨石マウンドが洗掘され

た場合、被害調査とその対応に期間を工程に反映する必要がある。 

(ｵ) 漁港施設内の製作において、運搬時車輌荷台（トレーラ）からブロックがはみ

出る場合、運搬経路に制約が生じ漁港施設上の利用条件によっては運搬計画が

大きく変わることがあり、運搬据付サイクルタイムの遅延にもつながりかねな

いため、運搬計画を適切に行った上で工程に反映する必要がある。 

 

エ 水中コンクリート工 

水中コンクリート用トレミーの加工等の準備作業に時間が必要となるため、当該作

業に要する期間を工程に反映する必要がある。 
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オ 水中不分離性コンクリート工 

試験練りによる準備期間や、複雑な形状の場合等、必要に応じて実施する事前の試

験施工に要する期間を工程に反映する必要がある。 

 

カ 機械均し 

機械均しに台船や母船を使用する場合、機械均し装置の艤装・解除作業が発生し時

間を要する。艤装・解除期間、また均し機の位置誘導等情報化施工に伴うキャリブレー

ションに要する期間を工程に反映する必要がある。 

 

キ バックホウ均し 

バックホウ均しの場合は事前キャリブレーションと施工中のキャリブレーション等

作業中断による工程遅延もあるため、準備等に要する期間を工程に反映する必要があ

る。 

 

４ 本体工 

（１） ケーソン式 

ア ケーソン製作工 

(ｱ) 施工地域や施工時期、施工数量によって鉄筋の調達に時間を要する場合は、当

該資材の調達に要する期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) ＦＤケーソン製作において台風等の強風の影響を受ける場合、足場撤去組み立

てや避難により工程遅延が発生することがあるため、工程計画時には荒天時の

リスクを考慮する必要がある。 

(ｳ) 打設ロットの設定に際しては、利用を想定する生コンプラントの出荷能力、１

日の打設可能時間、施工ヤードの面積・形状等が作業能力に影響するため、そ

の影響を工程に反映する必要がある。 

(ｴ) ケーソン製作後、仮置きする場合、最終コンクリートの養生期間を工程に反映

する必要がある。 

イ ケーソン進水据付工 

(ｱ) ケーソン浮上から据付、中詰材投入までは連続作業となるため、気象・海象条

件及び一般航行船舶の運航状況等を踏まえた作業日数を工程に反映する必要が

ある。 

(ｲ) ケーソン仮置・据付マウンドが浅い場合やケーソン喫水が深い場合、潮位を考

慮して仮置や据付を行う必要があるため、潮位変動に応じた作業内容を工程に

反映する必要がある。 

(ｳ) ＩＣＴ施工では注排水管理や、据付位置誘導の情報化施工に伴う機器の艤装・

解除、またキャリブレーションが発生するため、それら作業期間を工程に反映

する必要がある。 

(ｴ) ケーソン吊降し方式による据付において、吊枠の製作が別途必要な場合は、当

該期間を工程に反映する必要がある。 

(ｵ) 大型起重機船によるケーソン吊降し方式は、作業可能な波浪条件（波高、周期）

が一般の海上作業より厳しいため、より慎重に作業可能期間を検討した上で、
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作業に要する期間を工程に反映する必要がある。 

ウ 中詰工 

中詰材料の調達は進水据付工程に合わせるため、タイムラグが生じないようストッ

クヤードを手配する場合、手配に必要な期間を工程に反映する必要がある。 

 

（２） 鋼矢板式 

ア 鋼矢板工 

(ｱ) 鋼矢板の納期は所定の製作期間が必要であり、高規格製品や工場が繁忙期の場

合は製作期間が延びるため、製作に要する期間を確認し、工程に反映する必要

がある。また、海上運搬及び保管場所等の制約により、工程に影響を及ぼす場

合はその影響を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 管理型処分場等のような鋼矢板接手部に細工を施す場合は性能確認を行う必要

があり、その都度作業を中断するリスクが生じるため、性能確認を行う期間を

工程に反映する必要がある。 

イ 控工 

鋼矢板は打設後の自立状態では波浪や航跡波に対してぜい弱であるため、タイ材で

連結後速やかに間詰材を投入し安定させる必要があるため、鋼矢板打設～タイ材連結

～間詰め材投入までに必要な期間を工程に反映する必要がある。 

 

（３） 鋼杭式 

ア 鋼杭工 

(ｱ) 鋼管杭の製造（ロール）工場は限られている上、製作期間には数ヶ月必要であ

り、高規格製品や工場が繁忙期の場合はさらに製作期間が延びる。このため、

製作に要する期間を確認し、工程に反映する必要がある。また、海上運搬及び

保管場所等の制約により、工程に影響を及ぼす場合は、その影響を工期に反映

する必要がある。 

(ｲ) 杭打ちの作業可能な波浪条件（波高、周期）が一般の海上作業より厳しいため、

作業可能期間を検討し工程に反映する必要がある。 

(ｳ) 想定外の支持層の変化等により、杭の長さ変更が発生し、材料の調達に不測の

時間を要することとなった場合、当該期間を工程に反映する必要がある。 

(ｴ) 想定外の土質・土壌汚染・地下水・地中障害物（設計図や土地調査に記載され

ていない杭・山留・配管配線等）が発見された場合は、調査・工法検討・見積作

成･発注者承認･官庁許可申請等が必要となるため、当該業務に要する期間を工

程に反映する必要がある。 

(ｵ) 杭の支持力管理において、試験杭で施工時及び養生時（セットアップ時）に油

圧ハンマーを用いた衝撃載荷試験を実施し、動的支持力管理式（ハイリー式）

の補正を行う場合がある。衝撃載荷試験に係わる期間（施工時試験～養生時試

験～解析）が工程に影響を及ぼす場合は、その影響を工程に反映する必要があ

る。 
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５ 上部工 

（１） 上部コンクリート工 

ア コンクリート打設の計画に際しては、利用を想定する生コンプラントの出荷能力、

一日の打設可能時間、生コンクリート運搬方法、打設手順等が作業能力に影響する

ため、その影響を工程に反映する必要がある。 

イ コンクリート打設を自積、台船バケット工法を採用する場合、コンクリートバケッ

トの調達が可能か事前調査する必要があり、調達不可能な場合は打設方法の変更に

伴う作業期間を工程に反映する必要がある。 

ウ コンクリートミキサー船を使用する場合、骨材のストックヤード確保含め骨材の供

給、セメントの供給に問題がないか事前に現地条件等を把握し、工程に影響がある

場合はその影響を工程に反映する必要がある。 

エ コンクリート打設を標準的な打設方法を採用しない場合（ランプウェイ台船＋アジ

テータ車＋コンクリートポンプ車等）、作業能力は現地条件に基づき検討し、工程に

影響がある場合はその影響を工程に反映する必要がある。 

オ 桟橋工事等の上部工において潮位の変動が大きい地域では、支保工、足場工、鉄筋

工、型枠工、コンクリート工のいずれかが潮位の影響を受け作業能力が低下する。

そのような場合は、その影響を工程に反映する必要がある。 

カ 上部工の施工日数は、単純に数量から一律に算出するのではなく、現場条件（構造

物の形状、ロット割、スパン数）を考慮し、支保工、足場工、鉄筋、型枠、コンク

リート工(養生含む）に必要な施工日数を積み上げた所要の期間を工程に反映する必

要がある。 

 

６ 付属工 

（１） 付属工 

ア 共通事項 

(ｱ) 供用中岸壁における作業の場合、岸壁利用者との調整結果（施工時期、夜間等

作業時間）を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 潮待ち、又は水中作業が必要となる場合は、当該作業に要する期間を工程に反

映する必要がある。 

イ 防舷材工 

受衝板付防舷材等の特注品については、製作期間がある程度必要となるため、製作

会社に製作期間を確認し、その結果を工程に反映する必要がある。 

ウ 防食工 

下地処理を行う場合は、カキ落とし、ケレン等の作業期間やそれら作業に伴う汚濁

防止対策に要する期間を工程に反映する必要がある。 

 

（２） 雑工 

ア 現場鋼材溶接工・切断工 

(ｱ) 風雨に左右される工種であるため、事前の気象状況の把握が重要であり、防風、

降雨対策が必要であればその設備設置・撤去期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 溶接及び切断の施工高さが潮位の影響を受け作業時間に制約がある場合は、１

日当りの作業能力が低下するため、その影響を工程に反映する必要がある。 
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７ 消波工 

（１）消波ブロック工 

 ア 消波ブロック据付 

ICT施工で３次元出来形管理を実施する場合は、作業及び解析期間を工程に反映する

必要がある。 

 

８ 埋立工 

（１） 埋立工 

ア 埋立工 

(ｱ) 埋立土砂の運搬台数、運搬先までの往復時間、運搬先での待機時間、運搬先の

受入れ可能時間等により、１日当りに搬出できる土量が限定されるため、当該

条件を踏まえた施工期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) ダンプトラックによる陸上運搬路の場合、騒音、振動、落土、土埃等の公害を

発生させない運搬ルートの選定、運搬時間の規制等を考慮して工程計画を立て、

当該計画を工程に反映する必要がある。 

(ｳ) 土工機械（重機、ダンプ等）の調達可能数を調査し作業能力を検討する必要が

あり、その結果を工程に反映する。また、機械類の特殊車両通行許可申請が必

要な場合、その申請から許可までの期間を工程に反映する。 

(ｴ) 土工事は降雨が工程に及ぼす影響が大きいため、降雨による作業休止数及び降

雨後の再開に要する期間についても検討の上、工程に反映する必要がある。 

イ 土運船運搬工・揚土埋立工 

上記 「１ 浚渫・土捨工」と同様 

 

（２） 裏込・裏埋工 

ア  裏込工 

(ｱ) 裏込材投入時、投入材による既設構造物への損傷が予測され事前対策が必要な

場合は、当該作業に要する期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 裏込材投入による構造物本体の変位や不等沈下を防止するために、裏込材を均

等に盛り上げる場合、投入作業船の移動が多くなり作業能力が低下し工程に影

響を及ぼす場合、その影響を工程に反映する必要がある。 

(ｳ) 裏込工の防砂シート敷設後、裏埋を行わずに長期間に渡って放置すると、潮位

の干満や波浪（揚圧力）によって防砂シートが破損するリスクがあるため、裏

埋・埋立の施工が速やかに行われるよう工程計画を立てる必要がある。 

イ 裏埋土工 

上記 ８ 埋立工 （１）埋立工 ア 埋立工 と同様 

 

（３） 土工 

上記 ８ 埋立工 （１）埋立工 ア 埋立工と同様 

 

９ コンクリート舗装工 

打継目の位置や養生期間等を配慮してスパン割りやコンクリート打設回数を検討する

と共に、生コンクリート工場の１日当り可能供給量を考慮して施工期間を検討し、その結
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果を工程に反映する必要がある。 

 

10 維持補修工 

（１） 維持塗装工 

雨天時の湿度上昇や冬季の気温低下等により、塗料の乾燥時間に影響を及ぼす場合、

その影響を工程に反映する必要がある。 

 

（２） 防食工 

ア 防食材料加工が特殊な場合は製作期間が延びるため製作に要する期間を確認し、そ

の結果を工程に反映する必要がある。 

イ 既設構造物（岸壁水中部）の老朽化の進行具合や支障物の有無等を事前調査し、そ

の結果を踏まえた施行検討や協議に要する期間を工程に反映する必要がある。 

 

11 構造物撤去工 

（１） 取壊し工 

ア コンクリートの取壊し・撤去に伴い濁りが発生する場合は、汚濁防止膜等による濁

り防止対策が必要となり、その対策作業期間を工程に反映する必要がある。 

イ 対象構造物の鉄筋量、コンクリート強度の差異により標準的な作業能力より低下す

ることが予測される場合は、その予測結果を工程に反映する必要がある。 

ウ 現場内や周辺で再利用する場合は、取壊したガラを仮置きするヤード及び二次破砕

等のヤードの面積によって、ガラの移動（搬出）を含む全体の取壊し工程が異なる

ため、付帯設備を踏まえた工程計画が必要である。 

 

（２） 撤去工 

撤去対象が点在する場合、移動により作業能力が低下するため、その影響を工程に反

映する必要がある。 

 

12 仮設工 

（１） 仮設道路工 

周辺環境条件によりタイヤ洗浄設備や舗装、清掃等の粉塵対策が必要な場合、その設

備設置・撤去作業期間を工程に反映する必要がある。 

 

13 魚礁工 

（１） 魚礁製作工 

ア 単体魚礁工 

(ｱ) 施工箇所までの資機材搬入経路、単体魚礁製作ヤード・資材ヤードの確保、整

備、養生、復旧等に要する期間を工程に反映する必要がある。 

(ｲ) 製作ヤードの広さ、調達可能な型枠のセット数、コンクリート等の供給等が製

作工程に影響するため、条件に応じた期間を工程に反映する必要がある。 

(ｳ) 施工地域や施工時期、施工数量によって型枠や鉄筋等の調達に時間を要する場

合は、当該資材の調達に要する期間を工程に反映する必要がある。 

(ｴ) コンクリート打設を標準的な打設方法を採用しない場合（ランプウェイ台船＋
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アジテータ車＋コンクリートポンプ車等）、作業能力は現地条件に基づき検討し、

工程に影響がある場合はその影響を工程に反映する必要がある。 

イ 組立魚礁工 

(ｱ) 鋼製魚礁の製作工場は限られている上、製作期間には数ヶ月必要であり、特注

規格の製品や工場が繁忙期の場合はさらに製作期間が延びる。このため、製作

に要する期間を確認し、工程に反映する必要がある。また、海上運搬及び保管

場所等の制約により、工程に影響を及ぼす場合は、その影響を工期に反映する

必要がある。 

(ｲ) 現場溶接は事前の気象状況の把握が重要であり、防風、降雨対策が必要であれ

ばその設備設置・撤去期間を工程に反映する必要がある。 

 

（２） 魚礁沈設工 

ア 魚礁積込みでは一般道路を使用した陸上運搬が必要な場合があり、その場合、魚礁

を陸上クレーンでトレーラ等に積み込むサイクルと作業船に積み込むサイクルにず

れが生じ作業能力が低下することがあるため、工程計画に留意する必要がある。 

イ ブロック製作と据付が同じ工事の場合、製作ヤードの広さ、調達可能な型枠のセッ

ト数、コンクリート等の供給等が据付工程に影響するため、製作条件に応じた期間

を工程に反映する必要がある。 

ウ 魚礁等支給品の場合、据付までにストックが確保されているか（製作が間に合うか）、

及び積み出しに関する転置等が必要ないか事前に検討し、その影響を工程に反映す

る必要がある。 

エ 漁港施設内で製作したブロックの運搬時において、運搬時車輌荷台（トレーラ）か

らブロックがはみ出る場合、運搬経路に制約が生じ漁港施設上の利用条件によって

は運搬計画が大きく変わることがあり、運搬据付サイクルタイムの遅延にもつなが

りかねないため、運搬計画を適切に行った上で工程に反映する必要がある。 

オ 魚礁の据付け場所は沖合で大水深の場合も多く、積込み、運搬・据付、帰港に至る

一連の作業期間が数日間に及ぶ連続作業となることや、作業可能な波浪条件（波高、

周期）が港内の海上作業より厳しいため、より慎重に作業可能期間を検討した上で、

作業に要する期間を工程に反映する必要がある。 

カ 魚礁仮置・据付箇所の水深が浅い場合、潮位を考慮して仮置や据付を行う必要があ

るため、潮位変動に応じた作業内容を工程に反映する必要がある。 

キ ＩＣＴ施工では据付位置誘導の情報化施工に伴う機器の艤装・解除、またキャリブ

レーションが発生するため、それら作業期間を工程に反映する必要がある。 

 

14 増殖場工 

（１） 着底基質製作工 

ア 単体着定基質工 

上記 13 魚礁工 （１）魚礁製作工 ア 単体魚礁工 と同様 

イ 組立着定基質工 

上記 13 魚礁工 （１）魚礁製作工 イ 組立魚礁工 と同様 
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（２） 着底基質設置工 

上記 13 魚礁工 （２）魚礁沈設工 と同様 

 

（３） 石材着底基質工 

ア 濁りの拡散による漁業への影響を考慮し、石材投入作業が制約される場合は、漁業

関係者との協議結果を工程に反映する必要がある。 

イ 石材等供給元の供給能力（ストック量）に関する事前調整（協議）期間、及び積出

場の条件、海上運搬ルートの海象条件等を検討し工程に反映する必要がある。 

 

（４） マウンド型湧昇流発生工 

ア 石材投入工 

上記 13 魚礁工 （２）魚礁沈設工 オ、カ、キならびに、14 増殖場工 （１）石材着

底基質工 と同様 

イ マウンド礁ブロック製作工 

上記 13 魚礁工 （１）魚礁製作工 ア 単体魚礁工 と同様 

ウ マウンド礁ブロック投入工 

上記 13 魚礁工 （２）魚礁沈設工 と同様 
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漁港・漁場工事の工期の設定に関する 

ガイドライン（資料編） 
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漁港・漁場工事の工期の設定に関するガイドライン（資料編） 

 

漁港・漁場工事の工期の設定に関するガイドライン（資料編）は、漁港・漁場工事の工期の

設定にあたり参照すべき法令や、国が発注する漁港・漁場工事における取組等の情報を取りま

とめたものである。工期の設定にあたっては、ガイドライン本編、工程・工種別編の他、必要

に応じて資料編を参照されたい。 

 

 

第１ 建設業法等の規定における工期に関する考え方 

１ 建設業法における建設工事の基本的な考え方 

建設工事の請負契約については、建設業法第18条、第19条等において、受発注者や元

請負人と下請負人が対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従

って誠実に履行しなければならないことや、工事内容や請負代金の額、工期等について書

面に記載すること、不当に低い請負代金の禁止等のルールが定められている。 

また、令和元年６月には、働き方改革の促進のために建設業法が改正され、より一層の

工期の適正化が求められることとなった。 

加えて、令和６年６月に建設業法が改正され、工期ダンピング対策の強化及び工期変更

協議の円滑化が規定された。 

 

（１） 建設工事の請負契約の内容（第19条） 

第19条においては、請負契約における書面の記載事項が規定されているが、工期に

ついて、建設工事の請負契約の当事者が請負契約の締結に際して工事を施工しない日

又は時間帯の定めをするときは、その内容を書面に記載しなければならない旨が規定

されている。（第19条第１項第４号） 

 

（２） 著しく短い工期の禁止及び発注者に対する勧告等（第19条の５、第19条の６） 

注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比

して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない旨が規定されてい

る。（第19条の５第１項） 

また、建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限

る。）を締結した発注者がこの規定に違反した場合において、特に必要があると認める

ときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣等は、当該発注者に対して必要な勧

告をすることができ、国土交通大臣等は、この勧告を受けた発注者がその勧告に従わ

ないときは、その旨を公表することができる。国土交通大臣等は、勧告を行うため必要

があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることがで

きる旨が新たに規定された。（第19条の６第２項～第４項） 

さらに、建設業者はその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる

期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない旨が規定さ

れた。（第１９条の５第２項） 

 

（３） 建設工事の見積り等（第20条） 

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の工程
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ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書（費用の見積りだ

けでなく日数も見積りをする。）よう努めなければならない旨が規定されている。（第

20条第１号） 

 

（４） 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知（第20条の２） 

建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代

金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがある

と認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象

の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない旨が規定されてい

る。（第20条の２第１項） 

また、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減

少、資材の価格の高騰その他工期に影響を及ぼすと認めるときは、請負契約を締結す

るまでに注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のために必要な情報と併せ

て通知しなければならない旨が規定された。（第２０条の２第２項） 

さらに、この通知をした建設業者は、請負契約の締結後、通知に係る事象が発生した

場合には、注文者に対して工期の変更についての協議を申し出ることができ（第２０

条の２第３項）、申出を受けた注文者は、その申出が根拠を欠く場合その他正当な理由

がある場合を除き、誠実に協議に応ずるよう努めなければならないことが規定された。

（第２０条の２第４項） 

 

受発注者間及び元下間においては、これらの規定を遵守し、双方対等な立場に立って、

工期を定める期間を通じて、十分な協議又は質問回答の機会、調整時間を設け、天候、地

盤等の諸条件や施工上の制約等、基準を踏まえて検討された適正な工期の設定を行うと

ともに、本ガイドラインを踏まえた適正な工期の設定を含む契約内容について十分に理

解・合意した上で工事請負契約を締結するのが基本原則である。 

 

２ 品確法及び入契法における公共工事の基本的な考え方 

漁港・漁場工事を含む公共工事（以下単に「公共工事」という。）は、現在及び将来に

おける国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして重要な意義を

有しているため、建設業法に加え、品確法や入契法において公共工事独自のルールが定め

られている。 

 

（１） 請負契約の締結について 

公共工事においては、品確法第３条第９項に基づき、その品質を確保する上で、公共

工事の受注者のみならず、下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者

等がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事等における請負契約の当事者

が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場における労務の取引価格、健康保

険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料等を的確に反映した適正

な額の請負代金及び適正な工期を定める公正な契約を締結することが求められる。 

 

（２） 工期設定について 

公共工事においては、品確法第７条第１項第１１号において、公共工事に従事する
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者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、公共工事に従事する者の休

日、工事の実施に必要な準備期間、天候その他のやむを得ない事由により工事の実施

が困難であると見込まれる日数等を考慮し、適正な工期を設定することが発注者の責

務とされている。 

また、品確法に基づく発注関係事務の運用に関する指針において、建設資材や労働

者確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の活用といった契約上の工夫

を行うよう努めることとされている。具体的には、「発注者が示した工事着手期限まで

の間で受注者が工事の始期を選択する方式（任意着手方式）」があり、余裕期間制度は、

地域の実情や他の工事の進捗状況等を踏まえて活用することとしている。 

さらに、入契法第１８条に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための

措置に関する指針」（以下「入札契約適正化指針」という。）の第２「５（１）公共工事

の施工に必要な工期の確保を図るための方策に関すること」において、発注者は、工期

の設定を行うにあたって、工事の規模及び難易度等に加え、公共工事に従事する者の

休日、準備期間、後片付け期間、降雨日、猛暑日等の作業不能日数等を考慮する必要が

ある旨定められている。（漁港・漁場工事の工期の設定にあたって考慮すべき事項の詳

細は資料編「第２  国が発注する漁港・漁場工事における適正な工期設定に向けた取

組」参照） 

加えて、週休２日工事の確実な実施やその対象工事の拡大に努めるものとされてい

る。 

 

（３） 施工時期の平準化について 

公共工事においては、年度初めに工事量が少なくなる一方、年度末に工事量が集中

する傾向があり、公共工事に従事する者において長時間労働や休日の取得しにくさ等

につながることが懸念されることから、品確法第７条第１項第10号や入札契約適正化

指針において、計画的に発注を行うとともに、工期が一年に満たない公共工事につい

ての繰越明許費・債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期設定等必要な措置を

講じることにより、施工時期の平準化を図ることが発注者の責務とされている。 

 

（４） 予定価格の設定について 

公共工事においては、品確法第７条第１項第１号において、公共工事を実施する者

が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な

利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経

済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、健康保険法等

の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料等とともに、工期、公共工事の

実施の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること

が発注者の責務とされている。 

 

（５） 工事内容の変更等について 

公共工事においては、品確法第７条第１項第 12 号や入札契約適正化指針において、

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、用地取得等、

工事着手前に発注者が対応すべき事項に要する手続の期間が超過する等設計図書に示

されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合、災
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害の発生等やむを得ない事由が生じた場合、その他の場合において必要があると認め

られるときは、適切に設計図書の変更を行うものとされている。 

また、工事内容の変更等が必要となり、工事費用や工期に変動が生じた場合には、施

工に必要な費用や工期が適切に確保されるよう、公共工事標準請負契約約款に沿った

契約約款に基づき、必要な変更契約を適切に締結するものとし、この場合において、工

期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適

切に講ずる。 

なお、入契法第１３条第２項において、公共工事について、主要な資材の供給の著し

い減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生

した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出

たときは、誠実に当該協議に応じなければならないとされている。 
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第２ 国が発注する漁港・漁場工事における適正な工期設定に向けた取組 

１ 特記仕様書において明示すべき施工条件の項目及び事項について 

水産庁においては、特記仕様書に記載すべき施工条件の明示項目及び明示事項につい

て以下の通り運用している。また、特記仕様書の参考資料として、工程に関する施工条件

や関係機関との調整等の懸案事項となる案件に関する対応状況等を一覧できる「チェッ

クリスト」の明示を行うこととしている。 

 

【特記仕様書に記載すべき施工条件の明示項目及び明示事項】 

明示項目 明示事項 

工程関係 1. 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全

体工期等に影響がある場合は、他の工事の開始又は完了の時期 

2. 施工期間、工事の着手時期、施工時間帯及び施工方法が制限され

る場合は、特定される施工期間、工事の着手時期、施工時間帯及

び施工方法 

3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、そ

の協議の成立見込み時期 

4. 他官庁、その他関係機関との協議の結果、特定された条件が付さ

れ当該工事の工事費及び工程に影響がある場合は、当該条件 

5. 休日確保型の試行を明記 

用地関係 1. 工事用地等の確保に未処理部分がある場合は、その処理の見込み

時期 

2. 施工者にケーソン、ブロック等の製作ヤード及び仮置場所を指定

する必要がある場合は、その内容（場所、範囲、荷重条件、期間、

有償・無償の別等） 

3. 作業船を回航する場合で、係留場所及び緊急避難場所等を指定す

る必要がある場合は、その内容（場所、係留条件等） 

公害対策関係 1. 工事に伴う公害防止（家屋、水質、騒音、振動・防塵等）のため、

施工方法、機械施設、作業時間等に制限がある場合は、その内容 

2. 工事の施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合

は、家屋、水質、騒音、振動等の調査方法・内容、範囲等 

3. 底質ダイオキシン類対策が必要な場合、その内容 

4. 土壌汚染対策が必要な場合、その内容 

安全対策関係 1. 交通安全施設、保安設備、保安要員又は交通誘導員を設置及び配

置する場合は、その内容 

2. 安全監視船を配置する場合は、その内容（期間、隻数、規格等） 

3. 発破作業等の保安設備、保安要員を設置及び配置する場合又は発

破作業等に制限がある場合は、その内容 

4. 潜水作業における潜水病対策の設備を設置する場合は、その内容 

5. 水雷保険等の内容 

6. 鮫対策 

7. 工事区域に埋設物がある場合は、それに影響を及ぼさない方法 
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工事用道路関係及び

船舶経路関係 

1. 一般道路を搬入出路として使用する場合 

(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合は、

その経路、期間等 

(2) 搬入路の使用中及び使用後の処置を行わせる場合は、その処置

内容 

2. 仮設路を設置する場合 

(1) 仮設路に関する安全施設等を設置する場合は、その内容 

(2) 仮設路の工事終了後の処置（存置又は撤去） 

(3) 仮設路の維持及び補修を行わせる場合は、その内容 

(4) 仮設路の構造及びその施工方法 

3. 工事のため一般道路を占有する場合は、その内容（期間、範囲及

び条件等） 

4. 作業船の移動経路に指定及び時間等の制限がある場合は、その内

容 

仮設備関係 1. 仮土留、仮道路、仮橋、足場、汚濁防止膜、測量櫓、仮設桟橋等

の仮設物を次年度にわたり使用する場合又は他の工事に転用若

しくは兼用する場合は、その内容 

2. 安全対策上、重要な仮設物の設計条件、構造及び施工方法 

3. 仮設備を使用（供用）する場合で、使用制限や使用条件がある場

合は、その内容 

4. 仮設備の管理方法 

作業船関係 1. 作業船を指定する必要がある場合は、その内容（船種、規格、性

能等） 

2. 作業船の回航内容を指定する必要がある場合は、その内容（船種、

規格、性能、時期、回数、往復・片道の別、入出港名（仕出港、

仕向港）、回航保険等） 

再生資源関係 1. 特定建設資材を利用又は特定建設資材廃棄物が発生する場合は

その分別解体等・再資源化等の方法並びに再生資源を活用する場

合等はその種類・規格等の諸条件 

工事支障物件 1. 工事区域等に占用物件等の工事支障物件が存在する場合は、その

内容（位置、構造等） 

2. 工事支障物件がある場合は、その移設、撤去、防護等の内容（方

法 、時期等） 

排水工（汚水処理を含

む）関係 

1. 濁水、湧水等の処理で特別な対策が必要な場合は、その内容 

2. ポンプ浚渫等における余水処理条件等がある場合は、その内容 

3. 汚濁防止対策が必要な場合は、その内容（設備等） 

環境物品等の調達 1. 事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト

等に留意しつつ、資材、建設機械若しくは工法を使用し又は目的

物を構築する公共工事の調達を積極的に推進する場合、その内容 

電子納品 1. 全ての工事及び業務について電子納品の内容 

施工管理 1. 六価クロム溶出試験 
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(1) 六価クロム溶出試験を行う場合、その試験内容 

2. アルカリ骨材抑制対策 

(1) アルカリ骨材抑制対策を実施する場合、その内容 

3. コンクリート構造物の耐久性確保 

(1) コンクリート構造物の耐久性確保が必要な場合、その内容 

4. レディーミクストコンクリートの品質確保 

各種調査 1. 施工実態調査・施工合理調査対象工事 

(1) 施工情報調査対象工事の場合、その調査内容 

(2) 新規歩掛検討調査対象工事の場合、その調査内容 

(3) 施工合理化調査対象工事等の場合、その調査内容 

2. 諸経費動向調査対象工事 

(1) 諸経費動向調査対象工事の場合、その調査内容 

その他 1. 工事用資機材等の保管、運般方法等を指定する必要がある場合

は、その内容（場所、内容、期間等） 

2. 工事現場発生品がある場合は、その内容（品名、数量、現場内で

の使用の有無、納入場所等） 

3. 支給材料及び貸与品がある場合は、その内容（品名、数量、品質、

規格又は性能、引渡場所、引渡時期、仮置状況図、支給範囲、積

出想定場所等） 

4. 工事用電力等を使用する場合は、その内容 

5. 基礎地盤の地質条件が施工方法等に影響を及ぼす場合は、その内

容（性状等） 

6. 材料に指定メーカー及び産地指定がある場合は、その内容 

7. 現場環境改善 

(1) 仮設備の現場環境改善の取組について指示する必要がある場

合は、その内容 

8. 浚渫等において、施工区域及びその周辺に地下埋設された横断工

作物（電線、ガス管、水道管等）が想定される場合は、その内容

（概略位置等） 

9. 当初発注時点において、未計上の場合の条件明示 

10. その他、条件明示をすべき事項がある場合は、その事項及び内容 
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【チェックリストのイメージ】 

チェック項目は、上記の【特記仕様書に記載すべき施工条件の明示項目及び明示事項】に準

じる。 

 

 

 

明示項目 明示事項 
該当有無 特記該 

当項目 有 無 

工程関係 1. 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全

体工期等に影響がある場合は、他の工事の開始又は完了の時期 ☑ □ 
第○条 

2. 施工期間、工事の着手時期、施工時間帯及び施工方法が制限され

る場合は、特定される施工期間、工事の着手時期、施工時間帯及

び施工方法 

□ □ 

 

3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、そ

の協議の成立見込み時期 □ □ 
 

4. 他官庁、その他関係機関との協議の結果、特定された条件が付さ

れ当該工事の工事費及び工程に影響がある場合は、当該条件 □ □ 
 

5. 休日確保評価型の試行を明記 
□ □ 

 

用地関係 1. 工事用地等の確保に未処理部分がある場合は、その処理の見込み

時期 □ □ 
 

2. 施工者にケーソン、ブロック等の製作ヤード及び仮置場所を指定

する必要がある場合は、その内容（場所、範囲、荷重条件、期間、

有償・無償の別等） 

□ □ 
 

3. 作業船を回航する場合で、係留場所及び緊急避難場所等を指定す

る必要がある場合は、その内容（場所、係留条件等） □ □ 
 

 

 

 

 

２ 受発注者間における協議の枠組み 

 

（１）施工条件等確認調整会議 

受発注者間においては、双方対等な立場に立って、十分な協議や質問回答の機会、

調整時間を設け、本ガイドラインを踏まえた適正な工期の設定を含む契約内容につい

て十分に理解・合意した上での円滑な工事の実施及び品質の確保を図るため、すべて

の漁港・漁場工事を対象に受発注者双方の責任者を入れた「施工条件等確認調整会議」

を工事着手前及び設計変更事象発生時等において開催することとしている。 

※詳細は「施工条件等確認調整会議実施要領」を参照 

 

 

漁協等との協議により作業時期が制限される場合 等 

（具体的な内容は特記仕様書に記載） 

安全監視船の配置を求められている場合  等 

該当がある場合は「有」にチェック 

特記仕様書の記載箇所を明示 
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（２）三者連絡会 

発注者、元請負人、下請負人が対等な立場に立って、情報共有による双務性の向上や

労働条件の適正化を図るため、「三者連絡会」を着工時、完成時及びその他設計変更事

象発生時等必要に応じて開催し、以下の事項（ア～ウ）等について確認及び調整等を行

っている。 

ア 工事内容及び工事計画工程の説明（工事安全への取組を含む。） 

イ 給付を伴う検査の回数及び実施時期についての協議・調整、必要書類の確認 

ウ 当該工事の各取組に対する効果と課題の抽出、課題の解決策に対する意見交換 

 

３ 漁港・漁場工事における試行工事の積極的な活用 

水産庁においては、「働き方改革実行計画」（平成 29 年（2017 年）３月 28 日働き方改

革実現会議決定）の趣旨を踏まえ、平成30年度（2018年度）以降、建設現場における休

日確保の取組を推進するため、契約後に休日確保計画（４週８休）の提出を求め、計画ど

おりに施工されることを前提に予定価格算定において共通仮設費等の補正を行う『休日

確保試行工事』の実施に取り組んでおり、原則としてすべての工事を対象としている。 

 

さらに、荒天等による閉所を余儀なくされた場合、工期の遵守のために休日を確保せず

に工事を行う傾向があるため、現場の荒天条件の判断が難しい沖合漁場や、港内・港外を

問わず、波浪の影響を受ける現場条件の海上工事については、『荒天リスク精算型試行工

事』の対象工事とし、休止に伴って生じた追加的経費を精算するとともに、必要に応じて

工期延長も行うこととしている。 

これらの休日確保や追加的経費に積極的に対応するため、施工条件等確認調整会議等

において工期短縮等の妥当性等について確認、調整し、対策の有無や内容を決定すること

としている。 
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 ４  休日確保に係る意識改革 

これまでは、漁港・漁場工事の現場では工事を受注したら、荒天のリスクを回避して工

期を遵守するため、休日を返上して工程を前倒しして工事を行う傾向が強かった。 

一方、建設業全体での中長期的な担い手の確保、育成の取組みを通じて、受発注者双方

とも徐々に、休日取得に関する考え方が変わってきている。 

今後、漁港・漁場工事の現場で技術者や技能者の休日確保の取組みを加速させていくた

めには、さらに関係団体と水産庁、受発注者間、元下間の意見交換会等を通じて、すべて

の関係者の休日取得に係る意識を高めていくことが重要である。 

 ５ 漁港漁場関係工事の契約変更事務ガイドラインの活用 

契約変更事務手続きの迅速性及び透明性を確保するため、契約変更事務ガイドライン

を作成、水産庁のホームページで公表しており、その活用を図る。 

（https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/sonota/index.html） 

 

 

 


